
回収品目(その他プラスチック)「その他プラ」の分別方法 

必ずプラマークを確認してください。 このマークのあるプラスチック容器包装が対象です。 

プラスチック製容器 

フィルム類 

袋 類 

スチロール類 

ボトル類 

カップ類 

チューブ類 

キャップ、ふた、 

包み など 

※汚れが取れない場合は、可燃ゴミ 

として出してください。 

卵のケース、お惣菜、お菓子、豆腐などの各種容器、イチゴのパックなど 

タバコ、カップ麺、キャラメル、豆腐などを包装したフィルム 

トイレットペーパーの袋、お菓子の袋、インスタントラーメンの袋など 

インスタント食品の容器、カップ麺の容器、肉・魚・野菜などのトレー 

ソース、シャンプー、液体ワックス、ウォッシャー液などのボトル 

プリン、ヨーグルト、アイスクリーム、インスタント食品などのカップ 

ケチャップ、マヨネーズ、わさび、からし、のりなどのチューブ 

チューブ類のキャップ、ペットボトルのふた及びラベル、スーパーの袋など 

●透明または半透明の袋に入れ、袋に組名と「プラ」と書いて可燃ごみステーションへ出してください。 

●その他プラを入れる袋には、燃えるゴミの指定袋は使用しないでください。 

●容器の中をきれいに洗って乾かしてから出してください。 

●回収日が祝祭日でも回収します。(ただし、年末年始は回収しません。) 

これらプラスチック製品は、 
可燃ごみとして出してください。 

おもちゃ、下敷き、ビデオ、カセットテープ、CD・DVD(ケース含む)、歯ブラシ、ハンガー、 

衣装箱、洗面器、くずかご、植木鉢、じょうろ、ホース、まな板、哺乳瓶、プランター、 

バケツ、三角コーナー、メガホン、印鑑、クリーニング袋、発泡スチロール等 
注意 


